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令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日  

 

令和７年度第４回消費生活意識調査結果について 

 

１．調査の目的とテーマ 

「消費生活意識調査」では、消費者の意識や行動、消費者問題等について、その時々

のテーマで随時調査を実施しています。令和７年 12月は、「消費者教育」を中心に調査

を行いました。 

 

２．調査の方法 

全国の 15 歳以上の男女 5,000 人を対象に、インターネットによるアンケート調査を

実施。 
 

３．調査結果のポイント ※図表の括弧内の数値は、昨年の調査の数値。 

（１）「『消費者教育』を受けた機会」について 

消費生活や消費者問題に関する「消費者教育」を受けたことがあると回答した人（866

人）に「消費者教育」を受けた機会について聞いたところ、「学校（小・中・高校等）の

授業」と回答した人の割合は 35.2％と最も高く、次いで「職場での研修等」が 22.5％、

「ＳＮＳによる発信・インターネットの動画」が 19.2％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１ 「消費者教育」を受けた機会 

※複数回答 

学校（小・中・高校等）の授業

職場での研修等

ＳＮＳによる発信・
インターネットの動画

地方自治体が行う講座・講演会

大学での講義や新入生ガイダンス

消費者庁や国民生活センターの
ウェブサイト

地域（町内会等）が行う
講演会や勉強会

地方自治体のウェブサイト

事業者・事業者団体が行う
講習会や見学会

消費者団体が行う講座等

保護者として参加した
学校行事・配布物

その他
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昨年：n=821
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（２）「消費生活に関する知識」について 

消費生活に関する知識の正誤問題それぞれについて、完全正答率1（以下「正答率」と

いう。）の全設問（全７問2）の平均は 38.3％であった。設問ごとの正答率をみると、最

も基本的な知識の一つである「契約の成立時期」については全体では 33.5％だったと

ころ、15～17 歳は 47.3％、18～19 歳は 45.6％と全体より高かった。 

なお、全設問の正答率の平均を年代別にみると、20 歳代が 31.7％と最も低かった。 

 

 

 
1 正誤問題それぞれについて、正しい選択肢を全て選び、かつ誤った選択肢を選んでいない回答者（完全正答

者）の割合。 
2 消費者教育の授業において、消費者庁が 2017 年３月に作成した消費者教育冊子教材「社会への扉」で扱われ

ている消費生活に関する基礎知識に基づき構成。「社会への扉」は、主に高校生を対象としており、成年年齢の引

下げの動きも踏まえ、成人として消費生活を送る上で、最低限必要な知識を習得し、消費者トラブルに遭ったとき

には適切な行動に結びつけることができる実践的な能力を育むことを目的として作成。 
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5,000  33.5 16.6 37.6 27.9 28.0 38.9 85.6 38.3　　　(39.2)

15－17歳 146  47.3 26.7 24.0 22.6 17.8 20.5 70.5 32.8　　　(36.0)

18－19歳 114  45.6 27.2 29.8 21.9 27.2 34.2 81.6 38.2　　　(38.2)

20代 532  39.1 21.6 25.2 19.2 18.8 25.2 73.1 31.7　　　(31,6)

30代 627  35.2 18.0 31.6 22.6 24.7 33.7 79.4 35.0　　　(34.1)

40代 827  29.9 15.8 37.1 23.2 32.4 40.7 83.7 37.5　　　(39.2)

50代 758  34.2 16.5 38.9 32.1 30.3 42.2 87.2 40.2　　　(42.5)

60代 718  35.1 15.3 42.9 38.9 29.5 43.5 91.5 42.4　　　(43.6)

70代以上 1,278  28.6 12.8 44.6 29.7 29.7 44.1 93.0 40.4　　　(40.8)
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図２ 設問ごとの正答率
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（３）「過去１年間に実際に遭った消費者トラブルの内容」について 

過去１年間に実際に消費者トラブルに遭ったことがあると回答した人 20.1％（1,003

人）について、具体的なトラブルの内容として、「商品の機能・品質やサービスの質が期

待より大きく劣っていた」と回答した人の割合が 45.1％と最も高くなった。次いで「表

示・広告と実際の商品・サービスの内容が大きく違っていた」と回答した人の割合が

25.1％、「思っていたよりかなり高い金額を請求された」が 20.1％となった。 

 

 

 
  

商品の機能・品質やサービスの質が
期待より大きく劣っていた

表示・広告と実際の商品・サービスの
内容が大きく違っていた

思っていたよりかなり高い
金額を請求された

けが、病気をするなど、安全性や
衛生面に問題があった

契約・解約時にトラブルがあった

問題のある販売手口や
セールストークにより契約・購入した

詐欺によって事業者にお金を払った
（又はその約束をした。）

その他

今年：n=1,003
昨年：n=1,018
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図３－１ 過去１年間に消費者トラブルに遭った人の割合 

図３－２ 過去１年間に実際に遭った消費者トラブル内容 

※複数回答 
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（４）「消費者トラブルに遭った際の相談先」について 

（３）で消費者トラブルに遭ったと回答した人（1,003 人）のうち、どこ（誰）かに相

談した人 71.9％（721 人）について、相談先は、「地方自治体の消費生活センター・相談

窓口」と回答した人の割合が 31.9％と最も高く、次いで「国民生活センター」が 28.8％、

「商品・サービスの勧誘や販売を行う販売店や代理店等」が 27.3％となった。 

 

 

図４－２ 消費者トラブルに遭った際の相談先 

図４－１ 消費者トラブルに遭った際に相談をした人の割合 

※複数回答 

地方自治体の
消費生活センター・相談窓口

国民生活センター

商品・サービスの勧誘や販売を行う
販売店や代理店等

商品・サービスの提供元である
メーカー等の事業者

家族・知人、同僚等の身近な人

弁護士・司法書士等の専門家

警察

消費者団体

民生・児童委員・ケアマネージャー等
（地域の身近な相談者）

その他

昨年：n=738
今年：n=721
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（31.8）

（25.2）
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（５）「オンラインショッピングで思っていたものと違う商品が届いた時の対

応」について 

オンラインショッピングで思っていたものと違う商品が届いたことがあると回答し

た人 47.3％（2,363 人）について、「すぐに販売者に連絡を取り交換・返品を求めた」

と回答した人の割合は 42.9％となっており、次いで「インターネット通販サイト事業

者に連絡を取り交換・返品を求めた」が 35.4％となった。また、交換・返品を求める等

の行動をしたことがある人の割合は 66.1％3であった。 

  

 
3 「思ったものと違う商品が届いたことはない」と回答した人を除いた回答者（2,363 人）のうち、「すぐに販売者に

連絡を取り交換・返品を求めた」、「インターネット通販サイト事業者に連絡を取り交換・返品を求めた」、「消費生活

センター等の公的機関に相談した」、「悪質な販売者としてコメント欄に記載したり、SNS に投稿したりした」のいず

れかと回答した人の割合。 

すぐに販売者に連絡を取り
交換・返品を求めた

インターネット通販サイト事業者に
連絡をとり交換・返品を求めた

値段が安かったのであきらめた

消費生活センター等の
公的機関に相談した

悪質な販売者としてコメント欄に
記載したり、ＳＮＳに投稿したりした

その他

特に何もしなかった

昨年：n=2,284
今年：n=2,363
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図５－１ オンラインショッピングで思っていたものと違う商品が届いた人の割合

 図５－２ オンラインショッピングで思っていたものと違う商品が届いた時の対応

 

※複数回答 
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（６）「消費者として心がけている行動」について 

消費者として心がけている（「心がけている」と「ある程度心がけている」のいずれ

か）と回答した行動について、「商品やサービスの購入・契約をする際は、表示や説明

を十分確認する」が最も多く 82.2％となっていた。次いで「個人情報の管理について理

解し、適切な行動をとる」が 76.7％となった。 

 

 

 

 

 

(%)

心がけている
ある程度

心がけている
あまり

心がけていない
心がけていない

n=

商品やサービスの購入・契約をする際は、
表示や説明を十分確認する

5,000  82.2　(84.3)

個人情報の管理について理解し、
適切な行動をとる

5,000  76.7　(77.3)

商品やサービスに問題があれば
製造元やお店に問い合わせる

5,000  76.4　(76.7)

消費者トラブルにあった際、
相談するなど解決に向けた行動をする

5,000  75.8　(77.1)

相手の話を鵜呑みにせず、
迷ったら家族や周囲に相談する

5,000  75.3　(76.1)

消費者被害の情報等消費者問題の報道に
関心を持つ

5,000  69.8　(70.7)

将来を見通した生活設計
（ライフプランや資金計画）を考える

5,000  68.6　(70.0)

トラブルに備えて、問い合わせ先の確認等
対処方法を準備・確認しておく

5,000  66.8　(68.8)

身近に消費者トラブルで困った人がいたら、
消費生活センターへの相談を勧める

5,000  61.4　(62.8)

商品情報、被害情報、地方公共団体等が
発信する消費生活に関する情報等を収集する

5,000  60.5　(61.3)

自らが良くなかったと感じた商品や
サービスのことや収集した消費生活に関する
情報を共有・情報発信する

5,000  50.3　(49.8)
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る」の合計
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29.7
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25.5
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18.2

44.1

47.0

43.9

43.5

42.5

46.0

43.3

41.2

38.4

38.8

32.1

11.5

16.1

16.3

16.8

16.3

21.5

22.3

25.2

26.0

27.6

30.6

6.3

7.3

7.3

7.4

8.4

8.7

9.1

8.0

12.6

11.9

19.2

調査に関する問合せ先 

消費者庁参事官（調査研究・国際担当）  

TEL : 03(3507)9330（直通） 

内容に関する問合せ先 

消費者庁消費者教育推進課 

TEL : 03(3507)7566（直通） 

図６ 消費者として心がけている行動 




